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令和６年度第４回岡崎市環境審議会 会議録 

 

１ 開催日時 

  令和７年２月７日（金）午後４時から午後５時まで 

 

２ 開催場所 

  岡崎市役所福祉会館２階 201 号室 

 

３ 内容 

⑴ 岡崎市災害廃棄物処理計画の改定について（答申） 

⑵ 報告事項 

 ア 一般廃棄物処理手数料（搬入手数料）の改定について 

 イ 令和６年１月分別変更による効果について 

 ウ 岡崎市地球温暖化対策実行計画の年次報告について 

 

４ 出席委員の氏名（五十音順） 

  石川裕子、今村ひとみ、岩月幹雄、片岡明博、片山鑛一、河江喜久代、川田奈

穂子、香坂玲、阪口奈央、佐谷智、鶴田和男、鳥山紀幸、橋本啓史、丸山泰男、

吉永美香、渡邊幹男 

 

５ 説明のために出席した職員の職氏名 

⑴ 会議 

環境部長 加藤元 

環境部次長兼廃棄物対策課長 蜂須賀功 
廃棄物対策課：副課長 高木祐司、許可監視係長 森本徳恵 

ごみ対策課：課長 木村敏弘、副課長 泉弘文、資源循環促進係長 中嶋正行 

ゼロカーボンシティ推進課：課長 古瀬川英樹、事業企画係長 植村信幸 

             事業推進係長 平岩靖弘 

清掃施設課：課長：蜂屋光生、副課長：水船一馬 

      八帖クリーンセンター管理係長：清水泰仁 

 

６ 出席した事務局の職氏名 

環境政策課：課長 雑賀章友、副課長 手島洋二、環境活動推進係長 中村亮太、

主査 小澤有司、主事 伊藤駿 

 

７ 議事要旨 

 ⑴ 岡崎市災害廃棄物処理計画の改定について（答申） 

事務局から計画改定案の内容及び前回審議を行った内容から修正した点につ

いて説明した後、質疑応答がなされた。 
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（今村委員） 

 排出方法が記載されている部分について、主語がないため誰が排出する場合のこ

となのか分かりづらい。（計画 24 ページ・イ 排出方法） 

 

（廃棄物対策課） 

 分かりやすくなるよう、検討する。 

 

（佐谷委員） 

 計画に災害時のごみの出し方のチラシが載っているが、全戸配布しているごみ収

集カレンダーに載せてはどうか。（計画 18 ページ、28 ページ） 

 

（ごみ対策課） 

ごみ収集カレンダーは市民の方々の認知度が高いため有効に活用していきたい

が、来年度分はすでに印刷済みであり、啓発したい内容を盛り込んでいるため対応

は難しい。今後より発信の重要度の高いものを精査し掲載内容を検討していく。 

 

（橋本委員） 

金属くずの主な種類の項目の部分で、「被災家屋解体等に伴い排出される」と記載

があるが、他の分別区分の記載内容と整合を図り、「被災家屋等の解体に伴い排出さ

れる」に修正したほうが良い。（計画 23 ページ・表 2-4.6） 

 

（廃棄物対策課） 

御指摘いただいたとおり修正する。 

 

（丸山会長） 

 木くず、不燃系混合物、コンクリートがら、金属くずの区分で「被災家屋等の解

体に伴い排出される」と記載があるが、解体が伴わなければ収集されないというこ

となのか。（計画 23 ページ・表 2-4.6） 

 

（環境部長） 

 解体を伴わなければ収集を実施しないという訳ではない。計画の表は分別の一例

であり、主な種類を記載したものである。 

 

（渡邊委員） 

 災害時のごみの出し方についての啓発方法について、世代にもよるが、QR コード

を読み込むことでごみの出し方が分かるような仕組みを作ると良いと思う。 

 

（ごみ対策課） 
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 デジタル媒体での啓発、情報発信についても力を入れていくことを考えていたた

め参考にさせていただく。 

 

（環境部長） 

 今村委員、橋本委員から意見をいただき修正が必要となった箇所について、内容

に齟齬が生じないよう改めて全体を精査し文言の修正をさせていただきたい。 

 

（丸山会長） 

 意見も出尽くしているため、指摘のあった部分の文書修正については、後日会長

及び事務局で修正し、答申とさせていただく。（委員からの異議なし） 

 

⑵ 報告事項 

  各事業の報告及び質疑応答がなされた。 

  ア 一般廃棄物処理手数料（搬入手数料）の改定について 

  イ 令和６年１月分別変更による効果について 

  ウ 岡崎市地球温暖化対策実行計画の年次報告について 

 

（鶴田委員） 

 料金改定に伴い、一般廃棄物の搬入量が減ったとのことだが、搬入量が減った分

のごみがどうなったと分析しているのか。減った分の廃棄物が不法投棄されている

といったことはないのか。 

 

（ごみ対策課） 

 料金改定、分別変更開始後に不法投棄が増えたということはない。料金改定に伴

い手数料無料の枠が撤廃されたことにより、気軽にごみを搬出できなくなり、ごみ

をできるだけ減らそうとする意識が生じたのではないかと考えている。 

 

（鶴田委員） 

 料金が上がったことにより、事業者が地元のごみ収集所にごみを出し、地元のご

み収集場から出るごみが増えたということもないか。 

 

（ごみ対策課） 

 事業系のごみについても不法に廃棄したという事例が増えたということはない。

廃棄物の許可業者に早い段階で周知をしており、理解もしてもらえている。 

 

（丸山会長） 

 公用車の電気自動車化についての記載は資料に書いてあるのか。 

 

（ゼロカーボンシティ推進課） 
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 資料に記載はないが、取組としては実施していく。 

  

 

会議資料 

 令和６年度第４回岡崎市環境審議会次第 

 岡崎市環境審議会委員名簿 

 答申書（案）：岡崎市災害廃棄物処理計画の改定について（答申） 

資料１：【議題⑴】前回審議会意見に基づく修正箇所（P24） 

資料２：【議題⑴】提出された意見と市の考え方 

資料３：【議題⑵ア】一般廃棄物処理手数料（搬入手数料）の改定について 

資料４：【議題⑵イ】令和６年１月分別変更による効果について 

資料５：【議題⑵ウ】岡崎市地球温暖化対策実行計画の年次報告について 

 

 


